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平成平成平成平成 24242424 年年年年 3333 月期第月期第月期第月期第 1111 四半期四半期四半期四半期    有価証券評価損有価証券評価損有価証券評価損有価証券評価損にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復がある

と認められないものについて、平成 24 年 3 月期第 1四半期において減損処理による有価証券評

価損を計上する必要が生じましたので、お知らせいたします。 

 

１．平成 24 年 3 月期第 1四半期における有価証券評価損 

 単体 連結 

（A）平成 24 年 3 月期第 1 四半期会計期間（平成 23 年 4 月 1

日から平成 23 年 6 月 30 日まで）の有価証券評価損の総額 
215 百万円 215 百万円 

※ 四半期における有価証券の評価方法は、洗替え方式を採用しております。 

※ 当行の決算期末は、3月 31 日です。 

※ 当行は、その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく

下落しているものについては、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を損失

として処理することとしております。 

また、時価については、決算期末（四半期末を含む。以下同。）時点の価格を適用することを基本

としておりますが、上場株式等については決算期末日前 1 ヶ月の市場価格等の平均に基づく価格を

適用しております。 

なお、時価が著しく下落したときとは、次の基準に該当した場合であります。 

（1）株式・受益証券 

  時価が取得原価に比べて、30％以上下落した状態にある場合。 

（2）債券 

  ①時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50％以上下落した状態にある場合。 

 ②時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30％以上下落した状態にある場合で、信用リス

クの増大（格付機関による直近の格付符号が「ＢＢＢ」相当未満）要因がある場合。 

○純資産・経常利益・当期純利益に対する割合 

 単体 連結 

（B） 平成 23 年 3 月期の純資産額 12,953 百万円 13,629 百万円 

 （A／B×100） 1.6％ 1.5％ 

（C） 平成 23 年 3 月期の経常利益額 957 百万円 1,024 百万円 

 （A／C×100） 22.4％ 20.9％ 

（D） 平成 23 年 3 月期の当期純利益額 609 百万円 650 百万円 

 （A／D×100） 35.2％ 33.0％ 

 

２．今後の見通し 

四半期における有価証券の減損処理にあたっては、四半期洗替え法を採用しており、第 2 四半

期以降、各期末の時価等により損失の計上額が変動する場合があります。 

なお、平成 23 年 5 月 13 日に公表いたしました平成 24 年 3 月期第 2 四半期および通期の業績

予想につきましては変更ありません。 

以 上 


